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信託統治理事会の機能

家 正　　治
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皿　信託統治理事会の構成

皿　信託統治理事会の活動

　1．　植民地独立付与宣言履行特別委員会との関係

　2．国　際　監　督

　刮．年報の審査
　h　請願の受理と検討

　　o、定期的視察
　3．　自治・独立への促進

1V　む　　す　　び

　附図，信託統治地域の概要

I　は　じ　め　に

　第二次世界犬戦後，社会主義世界的体制の成立・強化とならんで民族解放

運動の発展によってそれまで西欧諸国の植民地であったアジア・アフリカの

諸地域が独立を達成し，世界の力関係は大きく変化した。国際連合憲章では

植民地問題に関して，信託統治制度と非自治地域制度とを設けているが，と

くに前者の信託統治地域は当初11存在したのにたいし現在その大部分が独立

し今日残っているのはニューギニアと太平洋諸島だけである。現在国際連合

の加盟国の数は，アジア・アフリカなどのかつての植民地が独立し国遠に加

入することによって発足当時の51カ国の二倍以上の127カ国となっている。

　国際連合においては，憲章第7条1項の規定によって信託統治理事会は総

会，安全保障理事会，経済社会理事会，国際司法裁判所，事務局とならんで

主要機関の一つとして設けられている。加盟国全部の代表が参加する機関で

　　　　　　　　　　　　　　　（19）



ある総会では以上の状況が直接反映されるのは無論のこととして，アジア・

アフリカ地域の加盟国の激増によって1965年の憲章改正により，安全保障理

事会の非常任理事国は6カ国から10カ国に拡大されまた経済社会理事会の構

成も18カ国から27カ国に増加された。このように構成国数一つとり上げても

他の機関が拡大・強化されているのに対し，信託統治理事会はその存在を薄

めつつあると言えるであろう。しかし，このことは信託統治理事会が過去に

おいて信託統治地域の独立の促進に役割を果したことを意味するのであり，

また現在なお二つの信託統治地域が存在する以上その役割を終了したのでは

なく，信託統治制度の基本目的の一つである自治又は独立に向っての住民の

漸進的発達を促進したければたらない。

　本稿では，任務を終了しつつある信託統治理事会における最近の活動を考

察することによって，最近の国際連合の植民地問題に対する対応の一端をと

らえることとする。

I　信託統治一理事会の構成

　信託統治制度では通常の信託統治地域と戦略地域とを区別し，前者に関し

ては総会，後者に関しては安全保障理事会が監督に当るが，施政の実際に関

して直接その監督の任に当るものとして信託統治理事会が設けられている。

すなわち，通常の信託統治地域に関して憲章第85条1項は，r戦略地域として

指定されないすべての地区に関する信託統治協定についての国際連合の任務

は，この協定の条項及びその変更または改正の承認を含めて，総会が行な

う」とし，2項では，「総会の権威の下に行動する信託統治理事会は，前期の

任務の遂行について総会を援助する」と規定している。また，戦略地域につ

いて第83条1項は，「戦略地域に関する国際連合のすべての任務は，信託統治

協定の条項およびその変更または改正の承認を含めて安全保障理事会が行な

う」とし，3項では安全保障理事会は，国際連合の信託統治制度に基く任務

で戦略地域の政治的，経済的，社会的および教育的事項に関するものを遂行
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するために，信託統治理事会の援助を利用する（後略）」と規定する。このよ

うに信託統治理事会は，総会や安全保障理事会の権威の下に立つことにはな

っているが，国際連合の主たる機関の一つとして認められている関係からそ

れらの機関の補助機関とみることはできない。憲章上，信託統治理事会の地

位は，一面では主要機関の一つとして，また一面では補助的役割を果すもの

　　　　　　　　　（1）
と見ることができよう。

　以上のような位置関係に立つ信託統治理事会は，憲章第7条2項によって，

補助機関を設けることが認められている。常設の補助機関として，理事会は

常設行政連合委員会（The　Standmg　Comm1tt㏄㎝Admmlstratlve　U㎜㎝s），

信託統治地域経済開発委員会（The　Comm1tt㏄on　Ruml　Economc　Deve・

lopm㎝t　of　Trust　Teritories），常設請願委員会（The　Standing　Committee

on　Petitions）および視察委員会（Visiting　Missions）を設けていた。しかし，

信託統治地域の大部分が独立を達成してしまった1960年以降，これらの委員

会は解消され始めた。1949年に信託統治理事会が特定の信託統治地域と隣接

する非自治地域との間の行政連合間題を審議するために設立した常設行政連

合委員会は，1961年にはニュー・ジーランド，アラブ連合および米国の代表

によって構成されていた。理事会は，1961年の第27会期において，異議なく

　　　　　　　　　　　　　　　（2）
当委員会を解散することに決定した。さらに，理事会は同会鋤こ，1951年2

月2日の決議によって理事会が設立した信託統治地域経済開発委員会を解散

　　　　　　　　（3）
することに決定した。また，理事会は翌年1962年6月4日，決議を採択し，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
常設請願委員会を廃止することに決定した。このように理事会の常設の補助

機関としては現在視察委員会のみが存在するだけである。

　信託統治地域として存続する地域が減少しその作業量が減少す一ると共に，

（1）　田畑茂二郎，国際法（岩波全書），昭和41年，258－26i頁：土屋茂樹，信託統治理事会（国

際連合の研究第2巻），昭和38年，145～146頁参照。

（2）Yo町book　of　tho　U皿itod　N8tio皿s，1961，p．481．たお，現在ニューギニアとパプアの

　間に行政連合が存在する。

（3）　Ibid一，p，482．

（4）　Yo町1〕o吐。f　tho　United　Notiom，1962，p．450．

　　　　　　　　　　　　　　　（21）



以上のように補助機関を減らすだけでなく，理事会はその会期開催数を減ら

すことを1962年6月4目決定した。以前には理事会は毎年二回の通常会期を

もっていたが，毎年5月に開催される一回の通常会期にすることに理事会は

　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
異議なく決め，その手続規則を改正した。

　以上のような動きと並んで，最近理事会の構成の面においても一つの現象

が表われた。憲章第86条によれば，理事会は次の加盟国で構成される。（a〕信

託統治地域の施政国，lb）安全保障理事会の常任理事国であって施政国でない

国，（o〕三年の任期で総会から選出される国，ただしその数は（a〕からlb〕を差引

いた数とする。このように理事会では他の機関と異なった構成にたってやり，

施政国と非施政国との数が常に同数でなければならないという「均衡の原則

（Principle　of　Pari蚊）」が要求されている。この原則から，オーストラリア，

ニュー・ジーランドおよび英国が施政国となっていたナウルが1968年1月31

目にナウル共和国として独立する直前の構成は，1・〕としてオーストラリア

（ナウルおよびニューギニアを施政），二．ユー・ジーランド（ナウルを施政），

英国（ナウルを施政）および米国（太平洋諸島を施政）の4カ国，一（b〕として

中国，フランスおよびソ連の3カ国，（o）として1968年12月31目までの任期の

リベリア，の8カ国で構成されていた。しかし，ナウルの独立によってニュ

ー・ソーラソドは理事会の構成国でなくたり，英国がla〕から（b）の地位に変る

ことによってla）の施政国は2カ国となる。他方過去の償行からリベリアは任

期終了まで議席を持つことから（b）および（c〕の非施政国は5カ国となり，均衡

の原則は大きく崩れることになる。

　まず1967年6月30日，第34回理事会において，理事会議長は将来生ずる構

成問題を指摘し当問題の法的側面の研究が次の会期前になされるべきである

　　　　（6）
と提案した。1967年11月22日，一理事会の第13回特別会期で，再び議長は国連

事務総長にこれを求める提案を行なった。イスフ・ジェルマコクエ信託統治

（5）　Ibid．，P．ミ08．

（6）　TmgtG8s阯p　Co㎜oi1，O伍。制Rooords，34th　S08sio－1．1322nd血旧eti皿g（30　Juno

　1967），　p．　144．

　　　　　　　　　　　　　　　（22）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
・非自治地域担当事務次長はこれを了承し，同日事務総長は「信託統治理事

会の構成」と題する覚書（Note）を理事会に提出した。覚書では考慮すべき

問題点として5点上げているが直接関係ナる箇所は次の3点である。

　〔1〕憲章は信託統治理事会の段階だけ施政国と非施政国との間の均衡を

規定しており，その権威の下に理事会が行動する総会あるいは第四委員会の

いずれにおいてもその原則が採用されてはいたいことに留意されなければた

らない。第86章1項（・）の目的は，信託統治地域住民の利益および福祉の至上

性を確保するために施政国の施政に関し外部からの十分な監督が認められる

よう理事会の構成を規定することであった。以上の重要な目的は，理事会で

非施政国が常時多数を占めるという形態で均衡が破れても憲章の規定で考え

られている地域の利益を侵害するように思われたいことから，施政国が常時

少数であっても同様に十分達せられるであろう。

　〔2〕　信託統治理事会は，施政国よりも非施政国の方が多数の議席を占め

て機能したいく・つかの事例がある。例えば，1960年4月28目から1960年6月

30目までの第26回会期では，理事会は6施政国，8非施政国で機能した。

1961年4月10目に開催された第11回特別会期および1961年6月1目から同年

7月19目まで開かれた第27回通常会期の間，理事会は5施政国に対し8非施

政国で活動した。また，1962年7月2日から同年7月20目まで開催された第

29回会期第2部の間，理事会は4施政国，5非施政国で機能した。

　〔3〕　憲章をどのように改正しても，信託統治理事会のすべての常任理事

国を留めおくかぎり，施政国と非施政国との均衡を回復しえないであろ㌦

　以上の観点から事務総長の覚書きは次のように結論する。ナウルの独立に

より，理事会の構成はリベリアの任期満了まで施政国2，非施政国5となり，

それ以後理事会はすべての信託統治協定が終了するまで，あるいは憲章改正

の場合にはその改正が効力を有するまで，自動的に第86条1項（a〕および1項

（7）　TmstoosMp　Co㎜c越，O冊曲1Rooords，13th　Sp㏄iol　Sogsi011．1323rd血。eti皿g（22

Novo㎜bo・196フ），P，7．

　　　　　　　　　　　　　　　（23）



　　　　　　　　　　　　　（8）
（b）の下の加盟国から構成される。

　この事務総長の覚書をめぐっての理事会での審議はけっして活発なものと

はいえなかった。ただソ連が次のように指摘したサことどまった。「1968年1

月31日のナウィレの独立以後における理事会の構成に関し，覚書では憲章の改

正の可能性について言及しているが，ソ連は憲章の改正を必要とは考えない。

それは憲章の無定に基づいていたい。第86条1項1c〕の規定する均衡は非施政

国よりも施政国が超過するのを防止するためのものである。多くの信託統治

地域が現在独立を達成していることから，非施政国が多数を占めているので

あり，今や第86条1項1o）を作為的に適用することは不可能である。したがっ

て，理事会がニュー・ジーランドの参加がなくなった以後その作業を続けて

も憲章に反しない。理事会の構成問題は緊急問題ではない。植民地主義撤廃

にかかわる問題は植民地独立付与宣言特別履行委員会と総会によって解決さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
れるであろうしまた解決されなければならない」とソ連は主張した。ヅ違が

以上のようなコメントを付した同日の11月23日理事会は覚書およびソ連のコ

メントをテーク・ノートした。また，1967年12月19日総会は第四委員会の勧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）
告に基づき理事会の報告書をテーク・ノートした。このように信託統治理事

会の構成問題は簡単に結着がづけられており加盟国の問では均衡原則放棄の

コンセンサスが存在したと言うことができよう。

　この問題に関してB1umは，覚書の第3の論拠に関して，現在の理事会の

構成が憲章と矛盾しているとすれば，改正する場合均衡の原則を放棄するこ

とにたるがその際常任理事国の代表資格の原則を放棄したければならないと

いう結論に達する。したがって法的観点からす看と妥当な主張ではない。第

2の点に関して，彼は過去の不均衡の事例とこの場合の状況とは異なるもの

　（8）　Tmst㏄舳p　Cou血dl，Noto　by　tho　S㏄爬胸町。Gomra1，Tμ674（22No寸ember1967），

PP．2～4．

（9）Tmstoe3hip　Counoi1，O備。i81R㏄ordg，13th　Spodol　Sossion，1324th　moeting（23

NoΨombo【1967），p．9：Gomoml　A鵬mbly122nd　S搬io皿，A’6926（1De㏄mber1967），

PP．4～5．

（10）　Yeorbook　of　tho，J血itod　N8tions，1967，P．593．
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である。過去の事例は，例えば総会によって選出された国家の任期が終了す

る以前に，特定地域の信託統治協定が終了し第86条1項（・）に該当する国家が

その地位を失なった場合あるいは第86条1項（・〕からlb〕の地位に変更のあった

場合の一時的に均衡がとれなかったことによるものである。第1の論拠に関

して彼はこの点は最も重要な部分であるとして多くのスペースをさいて分析

しているが，覚書は機能的・目的的解釈におちいっており，このようた解釈

は解釈ではなく憲章の改正であり，その文字と精神に」致するものではない

　　　　（11）
としている。

　たしかにBlumが指摘するように，論拠〔3〕に関して第86条改正が問題

にされる場合には理事会構成の不均衡を是正するために改正されるのであっ

て，均衡の原則を常任理事国の常任的議席に優先さす場合当然に常任理事国

はその議席を放棄しなければならないことになる。この点に関する覚書の説

得性は強いものではたい。しかし，論拠〔2〕に関しB1㎜は一時的な均衡

の欠落と恒常的なそれとの区別を強調するが，本質的な相違とはいえたいで

あろ㌔総会は理事会の構成は第86条1項（o）該当国を選出するときに決めら

れ，その後理事会の構成に変更があっても他の構成国の地位に影響を与える

　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
ものではないという考えに立っていた。それと同様に恒常的な不均衡の場合

も信託統治制度に関して第一次的責任を有する総会がそれを認めた場合には

同様な事情と言えるであろう。論拠〔1〕に関連しては本来信託統治制度は

その基本目的を達成するための過渡的な性格をもつものであることを忘れる

べきではない。第73条は非自治地域および信託統治地域双方の住民の利益と

福祉に関する原則を定め，また第76条は信託統治制度の基本目的を定めてい

る。これら目的を達成する執行機関として信託統治理事会が設けられている

のであり，理事会構成の均衡が破れても地域住民の利益を害するものと言え

ないであろう。

　（11）　Yehudg　Z．Blum，Tho　Comp08iti0110f　tho　T皿5te6ship　cou皿i1，A，J．I．L一，vo1．

63，No－3（1969），PP．？47～768．

（12）　Ib三d、．p．751．

（25）



皿　信託統治理事会の活動

　以上見たように信託統治理事会は一その機関の規模を縮小しまた活動会期

も短縮している。この直接的な原因は信託統治地域の多くは独立したことに

よるが，一面植民地独立付与宣言履行特別委員会が信託統治地域をも審議の

対象として活発な活動を続け国連での植民地問題を扱かう中心的た機関とた

っていることにもよるであろ㌔理事会は特別委員会と具体的にどのように

協力し合っているかを考察し，ついで残存する信託統治地域に対する理事会

の国際監督機能の実態を見ることにする。

1．植民地独立付与宣言履行特別委員会との関係

　1960年12月14目，総会は植民地独立付与宣言を採択し，「すべての人民は自

決の権利をもつ」．とし，「信託統治地域および非自治地域，またはまだ独立を

達成していない他のすべての地域において，これらの地域の住民が完全な独

立と自由を享受しうるようにするため，なんらの条件または留保もつけず，

その自由に表明する意志および希望に従い，人種，信仰または皮膚の色によ

る差別なく，すべての権力をかれらに委譲するため早急な措置が講ぜられな

　　　　　　（13〕
ければたらない」と規定している。この文書は，条約形式をとっ1 ﾄおらず，

法的拘束力はないものの植民地清算に関する諸国の一致した意思の表明がた

されたという点で大きな意義をもつものである。この宣言が適用される地域

惇宣言自体が明示する如く，信託統治地域を含むまだ独立していないすべて

の葬域であった。

　翌年11月27目の総会は，この宣言の履行を確保するため，17カ国からたる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）
植民地独立付与宣言履行特別委員会を設置した。さらに，1962年12月17目の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）
総会は特別委員会の構成を24カ国に拡大した。この特別委員会は，1963年に

（13）総会法竸1514（XV）。

（14）総会決議1654（XW）。

（15）総会決議1810（X㎜）。

（26）



は宣言の対象となる地域の暫定的リストを作成した。そこには，63の地域が

列挙されているが，その中には当時存在した3つの信託統治地域が含まれて
　（16）

いた。信託統治制度の基本目的の一つは，自治または独立に向けて住民の発

達を促進することであり，特別委員会の任務は宣言の履行を確保する目的の

ためにr一骭ｾの適用を審査し，宣言の実施の発展と程度に関して発議し勧告

する」ことであり，両者の最終目的は同一のものである。

　1961年11月27日の特別委員会の設置を決定した総会決議では・総会は信託

統治に対し特別委員会を援助するよう要請した。この要請に従って，信託統

治理事会議長は，毎年特別委員会議長に書簡を送付し，信託統治理事会が下

した結論および勧告また審議の状況は信託統治理事会の総会への報告および

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．（17）
安全保障理事会への報告に包含されていることを通告している。1962年およ

び1963年での特別委員会の審議は，主要な地域に限られていたが，1964年以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18）
後においては委員会は信託統治地域の審議も始めた。このように，現在では

総会は，信託統治地域に関し理事会の報告と同地域をも包含した特別委員会

の報告の二つを基礎に審議してい机このように総会は自己の補助機関であ

り総会の枠内にある特別委員会を設置しその援助を得るようにたった今日，

ますます信託統治理事会の存在は影を薄くしているといえるであろう。

2．　国　際　監　督

　憲章第87条は，r総会および，その権威の下に，信託統治理事会は，その任

務の遂行に当って次のことを行なうことができる一・）施政権者の提供する報

告を審議すること一b）請願を受理し，」1Lつ，施政権者と協議してこれを審査

すること。lo施政権者と協定する時期に，それぞれの信託統治地域の定期的

（16）拙稿，非自治地域の確定（皿）I神戸外犬論叢（昭和43年）、第19巻第1号参瓢

（17）例えば，Rop舳。f　tho　Tmst068hip　Co㎜ci一，Gomr邊1Asgembly　O硯d目1R㏄ords，

　Supplome皿t　No・4（Aρ204），叩・←7：Roport　of　tho　Tmst6eship　Councii，G6nera1

Asgomb1y　O冊。働Reoordg，S叩plom・一1t　No．4（Aρ604），pp．5－6．

（18）　A’5800（31Dooombor1964）参照。

　　　　　　　　　　　　　　　（27）



視察を行わせること」と規定している。すなわち，信託統治制度の下では，

上記の三種の方法を通1二で国連の監督が行なわれるのである。

　・．年報の審査

　第87条によれば，総会およびその権威の下にある信託統治理事会の・双方が

報告の審議をなしうることになっている。さらに，第88条は，r信託統治理事

会は，各信託統治地域の住民の政治的，経済的，社会的および教育的進歩に

関する質問書を作成しなければならない。また，総会の権限内にある各信託

統治地域の施政権者は，この質問書に基いて，総会に年次報告を提出しなけ

ればならない（傍点筆者）」となっているが，実際には年報は信託統治理事会

において審議されている。すたわち，信託統治理事会は総会にかわって（戦

略地域の場合には安全保障理事会にかわって）施政国の年報を審議す孔同

時に理事会は請願，視察委員会の報告および専門機関の送付した所見をもそ

れぞれの地域に関して審議する。そしてそれらの審議の手順は次の如くであ

る。11腕故国代表による当該地域の最新の事情を明らかに．するための冒頭声

明。この声明に，施政国代表につきそう原住民代表のコメントがつけ加えら

れ，時には最新の統計資料がつけ加えられる。②理事会構成国による年報の

諸点に関する質問。13〕それに対する答弁。14〕一般討議（各地域の条件に関す

る各構成国の意見の表明）。15〕以上の意見を基礎にしての起草委員会の結論

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19〕
および勧告の作成一6〕起草委員会報告に対する理事会の審議と承認。以上の

様削1贋序で作成された報告書は，信託統治理事会の総会への報告書（戦略地

域の場合には安全保障理事会への報告書）の一部をなすものである。たお，

報告書に含まれている勧告はそれ独自の個別的な決議という形をとってはい

たい。

　総会は，第15条にもとずいて理事会が送付する年次報告を受け審議するが，

既に述べた如く総会は植民地独立付与宣言履行特別委員会からの報告も審議

（19）Yo趾book　of　tho　Unitod　N8t…o皿冒，1967，pp．591～592：Evo町mo皿’s　Unitod　Natiom，

Eighth　］■…：ditio皿　（1968），pp．372～373．

　　　　　　　　　　　　　　　（28）



する。特別委員会の審議のために事務総長が準備した作業文書が委員会に提

出されるが，そこでは信託統治理事会の総会への報告が大きくとり入れられ
　　（20）
ている。このように信託統治地域を施政する国家からの年報の審議は直接的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）
には信託統治理事会が行なっているのである。

　b．請願の受理と検討

　請願の受理および検討も，総会および信託統治理事会の競合権限事項であ

るが，慣例として理事会において検討されていた。総会の手続規則には，請

願の受理に関する規定はなかったが，実際には第四委員会が口頭請願を受理

していたため問題となった。第7回総会では，総会も請願を受理する権限を

有するがまず信託統治理事会に提出さるべきで満足のいかない場合第四委員

会に付託さるべきとの説と総会は請願を直接受理できるとする説とが対立し

たが，結局口頭請願は受理された。その後，第9回，第1q回総会においても

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22）
同様の問題が発生したが結論は得られていなかった。．

　総会の下に設置されている植民地独立付与宣言履行特別委員会の中では非

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）
自治地域からの請願を受理できるかという問題が起った。しかし，委員会は

1962年3月5目に請願者の聴聞および書面による請願の受理を行なうことを

きめ，そして請願を扱かう「請願に関する小委員会」を設置し一た。ちなみに，

特別委員会が1969年2月26日に決めた構成では，エクアドル，インド，イタ

リー，マダガスカル，マリ，ポーランドおよびシリアの7カ国から構成され

ている。なお，同年3月4日から12月2日まで開かれた小委員会は，合計

117の文書を審議し，その内109を請願として伝達することに一決定した。この

後者の中には18の請願者の聴聞を含んでいれ特別委員会は1969年にこれら

（20）例えば，A15800∫Rov・1（196伝i965），pp．387～415参照：なお，特別委員会は情報収

集のため請願の雫理や現地視察を決めてい飢

（21）年報に関する初期の段階での問題点については，Goorg8Thu11en，Pmb16ms　of　tho

Tm5t㏄8hip　Systom（1964），PP．64～70参照。

（22）土屋茂樹，前掲書，147～148頁。

（23）拙稿，非自治地域に対する国際監督，’神戸外大論叢，第19巻第5号，18～19頁。

　　　　　　　　　　　　　　　（29）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（m）
18人の請願者に1名を加えた19人から聴聞した。このように特別委員会は小

委員会を設けて多くの請願を受理し活発な活動を続けている。一 寶ﾍ上直接根

拠をもたたい非自治地域からの請願を認める以上，当然特別委員会は必要と

あらば信託統治地域からの請願を受けつけるであろう。

　一方信託統治理事会は，既に見た如く1962年に常設請願委員会を廃止した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（25）
したがって現在では，理事会自身が信託統治地域からの請願を審議している。

理事会の手続規則では，請願は二つの種類からたっている。一つは特定の苦

情に関する請願であり，もう一つは信託統治地域に関する一般的な問題ある

いは信託統治制度の作用にかかわる請願および文書である。理事会はこれら

双方を年報の審議の過程で審議する。ちなみに1967年5。月29日から6月30日

に開かれた理事会の第34回会期には13の請願・文書が議題にのぼり，その4

つはナウルに関するもの，5つはニューギニアに関するもの，4つは太平洋
　　　　　　　　　　　（26）
諸島に関するものであった。

　c．定期的視察

　国際連盟下の委任統治制度の監督方法と信託統治制度のそれとを比較して

最も大きく相違する点は，後者において定期的視察が認められ国連が直接現

地の状況を取らえることができるようになったことである。このように信託

統治地域の場合には，現地視察に関する根拠があるが非自治地域の場合には

憲章はなんらふれていない。したがって，施政国が同意しないかぎり現地視

察を行なうことは不可能であ私植民地独立付与宣言履行特別委員会は，必

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（27）
要た場合現地視察を行なうことを決めたが，施政国の強力な反対に合ってい
（28）

る。

（24）A〃623（P舳I），2D㏄ember1969，pp・25～26＆pp．ミ7～58：たお，請願者の地

域は次のとおりである。ペルムダ（1名）．グレナダ（1名）、ナソピア（5名），セント・キヅ

　ツ・ネーピス・アンギラ（1名），セント・ピソセソト（1名），南目一デシア（3名），アンゴ

　ラ（5名）およびモザソビク（2名）。

（25）　Ye8rbook　of　tho　United　N3tions，1962，p．450．

（26）　Y08rbook　of　tho　Unitod　N砒io皿昌，1967，p．593．

（27）　A’5238・80cto1〕千r1962・P・42・

　　　　　　　　　　　　　　（30）



　信託統治理事会の定期的視察は，現在理事会の唯一の常設的補助機関であ

る視察委員によって行なわれ孔そしてこの視察委員会の報告が施政国の年

報と同時に理事会で審議される。1948年以後この定期的視察はそれぞれの信

託統治地域にたいし3年に1度行なわれる慣行にたっている。また視察委員

会は4名の委員で構成され，内2名は施政国から，他の2名は非施政国から

指命される委員である。しかし，この視察委員会の均衡原則の慣行も近年崩

れ始めてきている。1961年以降から1971年の派遣予定めものまで列挙すると

次のとおりである。1961年一視察地域：太平洋諸島（構成・ボリビア，ベルギ

ー，インドおよび英国一傍点は施政国），1962年一ナウルおよびニューギニア

（ポリ」ピア，インド，英国および米国），1964一太平洋諸島（ガーナ，リベリア，

ニュージーランドおよび英国），1965年一ナウルおよびニューギニア（フラン

ス，リベリア，英国および米国），1967年一太平洋諸島一リベリア，オースト

ラリア，フランスおよび英国），1968年一ナウルおよびニューギニア（フラン

ス，リベリア，ニュージーランド，および米国），1970年一太平洋諸島（オー

ストラリア，中国，フランスおよび英国），1971年一ニューギニア（フラ1／ス，

　　　　　　　　　　　　　　（29）
イラク，ツェラレオネおよび英国）。以上の如く，3年に1度各地域の視察

を行なう慣行には変更はないが一視察委員会の構成に関しては1970年のそれ

は施政国1に対し非施政国3とたっている。また1971年のそれは，理事会が

第24回総会決議の要請に従って取った措置である。同総会決議は，rニュー

ギニア信託統治地域への定期的視察委員会に，憲章に従って植民地独立付与

宣言履行特別委員会と協議して，信託統治理事会の非理事国を包含するよう

理事会に要請する」というものであった。その結果，信託統治理事会から2

カ国（イラクおよびシェラレオネ），特別委員会から2カ国（7ランスおよび

（28）　Issues跳おre　tbe23rd　G6neral　Assembly，I血temational　Co皿。iliatio皿，No．569

（1968），pp，84～85：Introduotion　to　tho　An皿ual　Ropo前。f　the　Seore佃町一General　on

tho　Work　of　the　Orgmizad㎝，Tw㎝ty・Third　Sessi㎝Supplem㎝t　No．IA（A／7201

∫Add．1），1968，p．17．

（29）各年度のRoPort　of　the　Tmstoeship　Coumi1参照。但，1971年に関してはUN　Mon・

t阯y　Chronic1e，Vol．VII　No．7（1970），p．96．

　　　　　　　　　　　　　　　（31）



英国）で1971年の視察委員会は構成されることとなった。ここでは4カ国と

も非施政国であり施政国と被施政国の均衡の原則が落で去られるのと逆に理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）事国と特別委員会構成国との均衡がとられたのであった。現在の后託統治理

事会の構成は安全保障理事会あ5常任理事国とオーストラリアからなり第86

条1項（c）は死文化しているが，視察委員会に非理事国のA・A諸国が参加す

るという新しい現象が生1二たのである。

3．　自治・独立への促進

　信託統治地域を施政する国家の義務は，それぞれの信託統治協定の中で具

体的に規定されるが，その基本的義務については第76条が定めている。第76

条（b〕では，信託統治制度の基本目的はこあ憲章の第1条に掲げる国際連合の

目的に従って，r信託統治地域の政治的，降済的，社会的および教育的進歩を

促進するこ』各地域およびその人民の特殊事情並びに関係人民が自由に表

明する願望に適合するように，且つ，各信託統治協定の条項が規定するとこ

ろに従って，自治または独立に向っての住民の漸進的発達を促進すること」

としてい乱すなわち・信託統治制度の最終目的は当該地域の自治ま．たは独

立であり，この制度そのものが本来一時的・過渡的た性格を有するものであ

る。民族解放運動の結果，アジア・アフリカの反植民地国家がしだいに国連

に加盟してくるにつれて，植民地に対する積極的な取り組みが始まった。そ

の一つが，憲章第1条2項および第55条に定める「自決の原則」を明確に位

置づけることであった。種々の総会決議あるいはその他の文書で認められ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（31）
民族自決権が最も重要た国際法上の原則の一つとなっていくにつれ，信託統

治地域も次々と独立していった。その際に，第76条（b）において自治または独

立が住民の願望に適合したければならたいとあることからも，信託統治協定

（30）　Ibid．，pp．69～70、

（31）拙稿，民族自決権，国際民主法律家協会第9回大会（ヘルシンキ）第一議題基調報告，

1970，47～56頁参照。

　　　　　　　　　　　　　　　（32）



の成立の際とは異なり，同協定が消滅する場合には当該地域の住民の意向が

　　　　　　　　　（32）
考慮されねばたらたい。この住民の意向確認の手続として，1957年の英国施

政下のトーゴランドの自決達成から1962年のルアンダ・ウルソディのそれま

で，多くの場合国連監督の下での人民投票あるいは選挙の実施という形がと
　　　（33）
られた。

　また，ナウルの独立の経過は次の様た経過をたどった。ナウルは面積5，263

工一カ，1966年の統計での人口は約6，OOO人である。唯一の資源は燐酸鉱床

であるが，採掘の結果あと約30年で枯渇すると見積られている。当地はオー

ストラリア，ニュージーランドおよび英国を代表してオーストラリアが施政

する信託統治地域である。1966年総会は，施政国が彼らの自由に表明する願

望に従ってナウル人民の独立日を出来るだけ早くしかし1968年1月31日より

遅くだく確定することを要請した。1967年にナウル人民代表と施政国との会

談が開かれ，施政国はナウル自治に根本的な変更がもたらされるべきであり，

それは1968年1月31目に実施されるべきことに同意した。理事会はこれを留

意すると同時にまたカンベラ会談で施政国がナウルの将来に関して二つの提

案一1つはオーストラリアがナウルの外交および防衛に責任をもつ両者の連

合，しかレナウルは内政および統治に十分な自治を有する。柚はナウルに十

分な独立を与えるが，友好条約によって防衛および外交に対する責任はオー

ストラリアに任せる　　をしているのに留意した。さらに施政国は，この構

想をナウル人民の人民投票にかけるべきであると提案した。

　一方ナウル人民代表は1968年1月31日に独立することを希望し，独立達成

がオーメトラリアとの協定の条件とすべきではなく，また人民投票を行なう

必要性がたいとする主張を理事会は留意した。このような対立の中で，1967

年10月24目，オーストラリアは国連に対し，英国，ニュージーランドおよび

オーストラリアがナウルの完全且つ無条件の独立に合意し毛と通告した。理

（32）小谷蟹次，信託統治の実態（国際連合の研究第1巻），昭和37年，171～173頁。

（33）　Ew町mi㎜，畠U㎞ted　Notiom，Eigh曲Edido皿（1968），pp．37－1－378．

　　　　　　　　　　　　　　　（33）



事会は1967年11月22日，総会は同年12月19日これを留意した。以上のようだ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（34）
経過でナウルは1968年1月31目ナウル共和国として独立した。なお，植民地

独立付与宣言履行特別委員会も宣言にしたがって1961年1月31日にナウル人

民の独立が施政国によって履行されるよう勧告していた。この事例は，「政治

的，経済的，社会的または教育的準備が不十分なことをもって，独立を遅延

する口実としてはたらない」と強調する宣言の一つの具体的適用例であった

とも言えよう。

　現在なお信託統治地域として，ニューギニアおよび太平洋諸島の二地域が

残存してい札1965年，総会は，自由と独立に対するニューギニアおよびパ

プア人民の不可譲の権利を再確認し，ニューギニア信託統治協定および植民

地独立付与宣言の完全た履行に向けての十分な手段を施政国は取ってはいな

いと留意し，このため人民の自由に表明する願望にしたがって独立期限を早

急に確定するよう施政国に要請した。また1965年，理事会は，地域の将来に

関して憲章湘よび植民地独立付与宣言にしたがって独立の権利を含む自決の

信託統治人民の不可譲の権利を再確認してい札また理事会はミクロネシア

議会と協議し憲章および植民地独立付与宣言に鑑みて，地域の急速かつ建設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（35）
的発展のための実際的た計画を作成するよう施政国に求めた。しかし，それ

には実際には強力な抵抗があり，例えばニューギニアに関して原住民が自決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（36）
を達成するには25年から35年の準備期間を必要とするとし）う主張がなされて

いる。また太平洋諸島に関してその軍事施設は国際平和と安全にとって必要

　　　　　　　　　　　　　　　　（37）
た拠点であるとする米国の主張があ私しかし，現在の国連内外における反

植民地主義の強い空気の中では当然これら地域の自決達成のために種々の圧

（34）Y08rbook　of　the　U㎡ted　N副ti011s，1967，pp．598～603：なお，オーストラリアの態度

についてD舳W．W皿house，Ro㎜㎜t　of　Empire（1964），PP．94～97．参照。

（35）　E鴨Wm㎜，s　U皿itod　N8tioIls，Eighth　Edition（i968），pp，380～383、

（36）D舳id　W・W田㎞houso・op・cit・・P・100・

（37）　Issue6Bofore　the24th　Gem制Assemb1y，Illtemational　Conciliation，No・574

（1969），PP．89～90．

　　　　　　　　　　　　　　　（34）



力が加えられるであろう。

IV　む　　す　　び

　以上で見たごとく，信託統治理事会は，その任務の多くを終了し活動の面

だけでなく機構をも縮小してきてい私特に植民地独立付与宣言履行特別委

員会が活発な活動を行なっているのと対比するとき，信託統治理事会の存在

をかすんだものにしている。しかし，視察委員会の構成に招いて，新たた要

素が加味され従来以上の成果が期待しえそうである。信託統治理事会の基本

的目的が当該地域人民の自決の達成であることから，理事会の相対的地位の

低下はむしろ嬉こばしいことかもしれない。しかし，今日なお信託統治地域

が存在する以上絶対的地位の低下であってはたらないであろう。むしろ，残

存する信託統治地域人民に信託統治制度の基本目的である自決を促進してい

くことは，既に独立した諸地域以上に困難が横たわっているように思われる

のである。

（35）
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附図信託統治地域の概要

地　域　名

タンガニイカ

トーゴランド
　　（英）

トーゴランド
　　（仏）

カ　メ　ルー　ソ
　　（英）

カ　メ　ルー　：ノ
　　（仏）

ルアンダ・ウル
ソデイ

西　サ　モ　ア

ソマーリラソト

ニユーギニア

ナ　　　ウ　　ル

太平洋諸島

信託統治協定の効
力発生日と収録文
書

輩締鵠鉗・〕

1946年12月13日
8U．N．T．S．151

1946年12月13日
8U．N．T．S．165

1946年12月13日

8U．N．T．S．119

1946年12月13日
8U，N．T．S．13ミ

1946年12月13目

8U，N．T．S．105

1946年12月工3目
8U．N．T．S．71

1950年12月2日
u8U．N．T．S．255
（1952年1月8日

効力発生）

1946年12月13日
8U，N．T．S．181

1947年11月1日
10U．N．T．S．3

i947年7月18日
8U．N．T．S．189

施政権者

英　　　国

英　　　国

フランス

英　　　国

フ　ランス

ペルギー

ニユーシー
ラソト

イタリー

オーストラ
リア

オーストラリ
ア．二＾一ジー
　　一ラント，英国｛31

一米　　　国

信託籔泊地域とな
る以削の地位

委任統治地域

委任統治地域

委任統治地域

委任統治地域

委任統治地域

委任統治地域

委任統治地域

イタリアの植民地

（1舳年の平和条

約により放棄）

委任統治地域

委任統治地域

委任統治地域
（日本施政）

国連監督下の人民協議
の方法と実施目

人　　民　　投　　票

　1956年5月9日
総　　　選　　　挙
　195蛙一4且型坦＿」
人民投票（北部カメル
ー！）工95g宇リ月、エ．貝

I入戻捜薫砒部〃ルーシー
および南部カメルーン）

1961年2月11口および工2日

レフェレンダム（ルアン
ダ）1961年9月25目，立法
選挙（ウルソジおよびル
ア∠ダ）＿1961字9月！8旦

人　民　投　票
　1961隻5月9目

信託統治協定終了

灘鱗決議
1942　（XV［）

i961年1一月6目
1㎜（苅）

1957｛1…2月24日

　1416（XW）
1959年12月5日

　1608（XV）

1961年4月21日

　1349（X■）
1959年3月13目

　i746（XW）

1962年6月27日

　1626（XVI）
1961年10月18日

　1418　（X1V）

1959年12月5目

　2347（XX皿）
1967年12月19同

信託統治協定終
了日

1961年12月9日

1957年3月6日

1960年4月27目

1961年6月1日
（北部カメルーン）

1961年10月1目
（南部カメルーン）

1960年1月1目

1962年7一月1目

1962年1月1日

1960年7月1目

1968年1月31日

現在の地位

共和国（タン
ザニア）

ガーナに統合

共和国（トー
ゴ）

ナイジェリア
に統合
カメルーン共
和国に故合
共和国（カメ

上二つの独立国
家一ルワン
ダ共和国，ブ
ルンジ共和国

独　立　国

共和国（ソマ

リア）

信託統治地域

共和　国

信託統治地域
（戦略地域）

ω　Geo舵ey　M舳；o皿，To㎜j㎜tioo　of　Trust㏄8hip，Tho　Intomatioml　o皿d　Compomtivo　L岬Ou舳。rly，Vol．18，P3rt1（1969）収録の附

　図に手を加えたものである。

12〕United　N8tio血昌丁説ty　Serio畠の略。

13〕オースト亨リア，ニニージーランドおよび英国を代表してオーストラリアが施政する。


